
６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
10
号
「
三
原
市
特
定
教

育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
の
保
育
料
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
条
例
制
定
に
つ

い
て
」

【
要
旨
】
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
等
の
施
行
に
よ
り
、
認

定
こ
ど
も
園
、
保
育
所
、
幼

稚
園
等
の
利
用
料
の
一
部
を

無
償
化
す
る
た
め
、
関
係
条

例
の
改
正
、
又
は
廃
止
を
行

う
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
保
育
所
及
び
幼
稚
園
の

利
用
料
の
一
部
無
償
化
に
あ

た
り
、
私
立
の
保
育
所
及
び

幼
稚
園
の
利
用
料
の
取
り
扱

い
は
。

答
市
内
の
私
立
の
保
育
所

の
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
市

立
の
保
育
所
と
同
様
に
条
例

に
基
づ
き
一
部
無
償
と
な

る
。
幼
稚
園
の
授
業
料
に
つ

い
て
は
、
幼
稚
園
の
う
ち
、

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度

に
既
に
移
行
し
て
い
る
幼
稚

園
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例

改
正
に
よ
り
保
育
料
と
同
様

に
一
部
無
償
と
な
る
。
ま

た
、
移
行
し
て
い
な
い
幼
稚

園
に
つ
い
て
も
、
現
在
、
従

前
の
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補

助
事
業
に
替
え
、
国
に
お
い

て
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
る

無
償
化
給
付
事
業
に
よ
り
、

月
額
２
万
５
７
０
０
円
を
上

限
と
し
た
授
業
料
等
の
無
償

化
が
図
ら
れ
る
見
込
み
で
あ

る
。

問
保
育
所
の
給
食
費
は
無

償
化
の
対
象
に
な
る
の
か
。

答
給
食
費
に
つ
い
て
は
、

お
か
ず
代
を
副
食
費
と
し
て

保
護
者
が
実
費
負
担
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の

た
び
の
無
償
化
の
対
象
に
は

な
ら
な
い
。

議
第
14
号
「
三
原
市
火
災
予

防
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
」

【
要
旨
】
工
業
標
準
化
法
及

び
住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置

及
び
維
持
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
特
定
小
規
模
施
設
に
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
防
災
警

報
器
の
設
置
基
準
が
緩
和
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、

住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
を

免
除
す
る
た
め
、
条
例
を
改

厚
生
文
教
委
員
会

６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
８
号
「
三
原
市
離
島
振
興

対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
固
定

資
産
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
離
島
振
興
法
に
基

づ
い
て
離
島
振
興
対
策
実
施

地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
佐

木
島
及
び
小
佐
木
島
の
産
業

振
興
を
促
進
す
る
た
め
、
対

象
業
種
の
家
屋
、
土
地
及
び

償
却
資
産
を
新
設
又
は
増
設

し
た
場
合
に
、
固
定
資
産
税

の
課
税
を
免
除
す
る
条
例
を

制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
佐
木
島
及
び
小
佐
木
島

に
お
い
て
固
定
資
産
税
の
課

税
免
除
の
対
象
と
な
り
得
る

業
種
と
、そ
の
事
業
者
数
は
。

答
現
時
点
で
対
象
と
な
り

得
る
事
業
者
と
し
て
把
握
し

て
い
る
も
の
は
、
製
造
業
が

３
事
業
者
、
旅
館
業
が
２
事

業
者
、
農
林
水
産
物
等
販
売

業
が
１
事
業
者
の
合
計
６
事

業
者
で
あ
る

問
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
の

対
象
事
業
者
が
い
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、
島
内
の
情
報
通

信
網
の
整
備
や
企
業
誘
致
の

取
組
み
に
お
い
て
課
題
が
あ

り
、
充
分
な
離
島
振
興
が
図

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
。

答
佐
木
島
に
は
す
で
に
光

ケ
ー
ブ
ル
が
設
置
さ
れ
て
お

り
、
情
報
通
信
網
は
整
備
さ

れ
て
い
る
。
企
業
誘
致
に
つ

い
て
は
、
主
に
情
報
サ
ー
ビ

ス
業
を
中
心
と
し
た
サ
テ
ラ

イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
誘
致
事
業

に
取
組
ん
で
お
り
、
引
き
続

き
離
島
の
振
興
に
取
組
ん
で

い
き
た
い
。

問
固
定
資
産
税
を
最
大
で

３
年
間
免
除
す
る
こ
と
に
よ

り
、
ど
の
程
度
本
市
の
税
収

に
影
響
す
る
の
か
。

答
課
税
免
除
に
よ
り
生
じ

る
固
定
資
産
税
の
減
収
分
に

つ
い
て
は
、
離
島
振
興
法
の

規
定
に
よ
り
普
通
交
付
税
を

計
算
す
る
際
の
基
準
財
政
収

入
額
か
ら
控
除
さ
れ
、
当
該

減
収
分
の
75
％
が
交
付
税
で

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

補
填
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。

議
第
９
号
「
三
原
市
固
定
資

産
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
」

【
要
旨
】
過
疎
地
域
自
立
促

進
特
別
措
置
法
第
31
条
に
係

る
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置

が
２
年
間
延
長
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
条
例
の
失
効
期
日

を
２
年
延
長
す
る
た
め
、
条

例
を
改
正
す
る
も
の
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
全
員
一

致
、
提
案
理
由
を
了
と
し
、

各
案
は
、
原
案
ど
お
り
可
決

し
た
。

正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
こ
の
改
正
に
よ
り
条
例

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
特
定
小

規
模
施
設
に
該
当
す
る
施
設

の
種
類
と
軒
数
は
。

答
特
定
小
規
模
施
設
と

は
、
老
人
ホ
ー
ム
や
宿
泊
施

設
等
が
該
当
す
る
も
の
で
、

現
在
、
市
内
に
は
、
民
泊
施

設
70
件
、
診
療
セ
ン
タ
ー
１

件
、
老
人
ホ
ー
ム
等
10
件
、

障
害
者
支
援
施
設
14
件
の
計

95
件
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
防
災
警
報
器
の

設
置
基
準
が
緩
和
さ
れ
る
以

前
か
ら
、
こ
れ
ら
の
施
設
全

て
に
、
既
に
特
定
小
規
模
施

設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
が

設
置
さ
れ
て
お
り
、
設
置
基

準
の
緩
和
に
よ
る
影
響
は
な

い
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
10
号

ほ
か
５
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、
各
案
は
、
原
案
ど
お
り

可
決
し
た
。

佐木・小佐木島

13



【賛否が分かれたもの】

令和元年第１･２回臨時会　令和元年第３回定例会議決結果
【全員賛成のもの】

議案
番号 　件　　　　　　名 議　決

年月日
議決
結果

高
原

　
伸
一

木
村

　
尚
登

田
中
　
裕
規

杉
谷

　
辰
次

宮
垣

　
秀
正

正
田

　
洋
一

安
藤

　
志
保

萩
　
由
美
子

児
玉

　
敬
三

岡
　
　
富
雄

德
重

　
政
時

伊
藤

　
勝
也

亀
山
　
弘
道

政
平

　
智
春

新
元

　
　
昭

高
木
　
武
子

陶
　
　
範
昭

加
村

　
博
志

中
重

　
伸
夫

岡
本

　
純
祥

梅
本

　
秀
明

分
野

　
達
見

七
川

　
義
明

寺
田

　
元
子

仁
ノ
岡
範
之

同第 1号 三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて ５月16日 同　意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 議

同第2号 副市長の選任につき同意を求めることについて ７月２日 同　意 ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × 議

発第2号 天皇陛下御即位を祝す賀詞について ７月２日 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議

議案番号 件　　　　　　　　名 議決年月日 議決結果

議第１号 市道路線の廃止について ５月15日 原案可決

議第２号 財産の取得について ６月５日 原案可決

議第３号 円一皆実線道路改良工事（１工区）請
負契約の締結について ６月５日 原案可決

議第４号 道路災害復旧工事（市道本郷町日山
地用倉線）請負契約の締結について ６月５日 原案可決

議第５号 平成31年度三原市一般会計補正予算
（第１号） ７月２日 原案可決

議第６号 平成31年度三原市土地区画整理事
業特別会計補正予算（第１号） ７月２日 原案可決

議第７号 平成31年度三原市介護保険特別会
計補正予算（第１号） ７月２日 原案可決

議第８号 三原市離島振興対策実施地域における固定資
産税の課税免除に関する条例制定について ７月２日 原案可決

議第９号 三原市固定資産税の課税免除に関す
る条例の一部改正について ７月２日 原案可決

議第10号
三原市特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業の保育料等に関する条例の
一部を改正する等の条例制定について

７月２日 原案可決

議案番号 件　　　　　　　　名 議決年月日 議決結果

議第11号 三原市介護保険条例の一部改正について ７月２日 原案可決

議第12号 三原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について ７月２日 原案可決

議第13号 三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例の一部改正について ７月２日 原案可決

議第14号 三原市火災予防条例の一部改正について ７月２日 原案可決

議第15号 三原市消防手数料徴収条例の一部改正について ７月２日 原案可決

議第16号
広島県と三原市との間における港湾
管理事務の事務委託に関する規約の
変更の協議について

７月２日 原案可決

議第17号 平成31年度三原市一般会計補正予算（第２号） ７月２日 原案可決

発第１号 地方財政の充実・強化を求める意見
書の提出について ７月２日 原案可決

賛成：○　反対：×　除斥：除　議長：議〔議長は採決に加わりません〕

６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
16
号
「
広
島
県
と
三
原

市
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管

理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す

る
規
約
の
変
更
の
協
議
」
に

つ
い
て

【
要
旨
】
県
が
本
市
に
委
託

し
て
い
る
港
湾
管
理
事
務
に

つ
い
て
、
放
置
艇
対
策
強
化

の
一
環
と
し
て
、
県
が
港
湾

区
域
内
に
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
用
の
係
留
可
能
区
域
を
指

定
し
、
そ
の
係
留
に
係
る
許

可
事
務
を
新
た
に
行
う
こ
と

に
な
る
こ
と
か
ら
、
従
前
の

事
務
委
託
の
範
囲
を
変
更
す

る
た
め
、
規
約
を
変
更
す
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
新
た
に
県
が
指
定
す
る

係
留
可
能
区
域
と
し
て
想
定

さ
れ
る
場
所
は
。

答
須
波
港
小
型
船
舶
特
定

係
留
施
設
や
民
間
施
設
以
外

に
係
留
し
て
い
る
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
は
、
す
べ
て

不
法
係
留
。
し
か
し
、
係
留

施
設
の
整
備
が
間
に
合
っ
て

い
な
い
た
め
、
一
部
船
だ
ま

り
等
静
隠
な
場
所
を
対
象
と

し
て
、
係
留
可
能
区
域
を
指

経
済
建
設
委
員
会

定
し
、
係
留
の
許
可
申
請
を

求
め
る
こ
と
で
、
不
法
係
留

が
多
い
現
状
を
改
善
す
る
。

問
三
原
管
内
で
不
法
係
留

し
て
い
る
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
の
数
と
不
法
係
留
に
対
す

る
今
後
の
対
応
は
。

答
県
の
調
査
に
よ
る
と
不

法
係
留
し
て
い
る
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
数
は
５
０

９
隻
、
今
後
、
広
島
県
は
令

和
4
年
度
末
ま
で
に
５
０
９

隻
す
べ
て
に
つ
い
て
係
留
場

所
の
指
定
を
行
い
、
令
和
5

年
か
ら
は
目
的
外
使
用
料
と

し
て
係
留
の
料
金
を
徴
収
す

る
方
針
で
検
討
し
て
い
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
全
員
一

致
、
提
案
理
由
を
了
と
し
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。
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